
船舶事故調査報告書 

平成２９年７月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年１０月１３日 ０２時４０分ごろ 

発生場所 福島県相馬市相馬港東方沖 
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埼灯台から真方位０６５°１.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３７°５０.２′ 東経１４１°０１.０′） 

事故の概要  貨物船一
かず

丸は、錨泊中、また、漁船稲荷
い な り

丸は、東進中、両船が衝突

した。 

事故調査の経過 平成２８年１２月１３日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 一丸、４９８トン 

１３５５１５、有限会社幸宝海運 

Ｂ 漁船 稲荷丸、１９トン 

   ＦＳ２－３１５５（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級（航海） 

  航海士Ａ、五級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

  甲板員Ｂ、一級小型 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（甲板員Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船尾部外板の擦過傷等 

Ｂ 左舷船首部外板の破損、球状船首部の凹損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか３人が乗り組み、航海士Ａが守錨

当直につき、法定灯火を表示し、船首を北西方に向けて錨泊してい

た。 

Ａ船は、航海士Ａが、左舷方約０.５Ｍ付近にＢ船を視認し、減速

せずにＡ船に接近してきたので、汽笛による警告信号を吹鳴したもの

の、Ｂ船が左舷船尾部に衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂほか４人が乗り組み、沖合底引き網漁

を行う目的で相馬市松川浦漁港を出港した。 

船長Ｂは、出港操船を行った後、漁場に向けて自動操舵の針路を設

定し、周囲を目視で確認して先行する僚船以外の他船がいないと思

い、航海当直を甲板員Ｂと交代して休息した。 

Ｂ船は、約１１ノットの対地速力で東進中、甲板員Ｂが、スマート

フォンの操作を行っていたところ、Ａ船に衝突した。 



甲板員Ｂは、衝突の衝撃で左額部に切創を負った。 

分析 

 

 Ａ船は、法定灯火を表示して錨泊中、守錨当直についていた航海士

Ａが、左舷方約０.５Ｍ付近にＢ船を視認し、汽笛による警告信号を

吹鳴したものの、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、甲板員Ｂが、スマートフォンの操作を行っていて見張りを

行っていなかったことから、船首方で錨泊中のＡ船に気付かずに航行

し、Ａ船に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、甲板員Ｂが、スマートフォンの操作を行っていて

見張りを行っていなかったため、船首方で錨泊中のＡ船に気付かずに

航行し、Ｂ船がＡ船に衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 


